




県内各生活創造圏において、平成11（1999）

年度から13（2001）年度にかけて策定した

「みえ歴史街道地域別推進計画」に基づき、文

化遺産に関する住民意識の向上を目的とした取

組みを行います。

エ 三重県歴史文化的景観保全活用システム（仮

称）の検討

三重県が主体的に取り組む歴史文化的景観の

保全活用施策について三重大学と共同研究を行

います。

* 歴史・文化の薫るまちなみの保全・整備

関町関宿の伝統的建造物群や、まちなみの一部

を形成する国・県指定文化財（建造物ならび史跡）

に対し、保存修理等を実施し、その保護・活用を

支援します。

+ 熊野参詣道（伊勢路）の保全・保護

世界遺産に登録されたことは、世界に対してそ

の遺産を守ることを約束したということであり、

今後はこれら遺産の保護のほか、周辺環境の保全

対策が必要となります。環境や景観を損なうこと

なく遺産を守っていくため、文化財保護法による

保護、さらに自然公園法、森林法、あるいは、関

係する市町村条例等により適切な措置を行ってい

きます。
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